
川崎市からの
重要なお知らせ

有効期間が変更になりました有効期間が変更になりました

変更点

更新申請方法（ゴールドパートナーのみ）

ゴールドパートナーの方は、有効期間内または有効期間を超えた日から1年以内
に更新手続きを行ってください。
（有効期間を超えると市融資制度や市入札契約制度のメリットが受けられなくなりますので、
なるべく有効期間内に更新手続きを行ってください。原則として、更新申請が行われた日の
翌月末までに更新結果をお知らせします。）

申請はこちら https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000157122.html

川崎市ＳＤＧｓ登録・認証制度「かわさきＳＤＧｓパートナー・ゴールドパートナー」の

「かわさきＳＤＧｓパートナー」及び「かわさきＳＤＧｓゴールドパートナー」は、有効期間３年間
※更新手続きの猶予期間は1年間。ゴールドパートナーからパートナーへの自動移行はなし。

2024/6/24まで

「かわさきＳＤＧｓパートナー制度」運用から３年が経過した2024年６月、今後もＳ
ＤＧｓパートナー制度を通じて、ＳＤＧｓ達成に向けた事業者の更なる取組の推進、取
組の裾野の拡大及び市内におけるＳＤＧｓの取組の活性化を図るため、この度、制度の
見直し（有効期間の変更）を行いました。

ゴールドパートナー 有効期間３年間

※ 有効期間を超えたゴールドパートナーは、更新等の手続きが完了
するまでは、自動的にパートナーへ移行します。

パートナー 有効期間なし（無期限）

（新）2024/6/25以降

お問い合わせ・連絡先（事務局）
川崎市総務企画局共創推進室 メール：17kyoso@city.kawasaki.jp 電話：044-200-0374
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